
 

 

 

花見川地区学校適正配置地元説明会 

 

 

 

１ 開会 

２ 主催者挨拶 

３ 学校適正配置について 

（１）千葉市の学校の状況 

（２）千葉市学校適正配置実施方針の概要 

（３）花見川地区の学校の状況と適正配置の方向性 

（４）今後の予定 

４ 質疑応答 

５ 閉会 

 

 

 

 

第１回 日時：平成２３年２月２５日（金）午後７時より 

    会場：千葉市立花見川第二中学校 体育館 

第２回 日時：平成２３年２月２６日（土）午前 10 時より 

    会場：千葉市立花見川第一中学校 体育館 

主催 千葉市教育委員会 企画課
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主催者挨拶要旨 

 

学校運営については、望ましい適正規模というものがあり、例えば、小規

模校においては、①クラス替えができない②多様な人間関係の中で社会性を

養うこと、いわゆる切磋琢磨する機会が十分でないなどの教育上の諸問題が

出てまいります。 

このような問題を解消するため、平成１６年度から２年間にわたり、第１

次学校適正配置に取り組み、平成１８年４月には千葉市初の統合校「花島小

学校」を開校いたしました。 

しかし、この取り組みでは、いくつか課題が明らかになりました。 

①通学距離、小・中学校配置のバランスなど「規模だけでなく配置の面から

の検討が必要であること」、②地域コミュニティとの整合性など「学校と地域

の関係を考慮する必要があること」、さらには、③将来の人口推移と地域特性

を考慮に入れるなど「将来を見据えた学校適正配置計画が必要であること」

などが指摘されました。 

そこで、平成１９年度に「千葉市学校適正配置実施方針」を作成し、適正

配置に取り組んでまいりました。 

その結果、本年４月には、高洲小学校、真砂東小学校、真砂西小学校、真

砂中学校の４校が開校します。 

各地区の地元代表協議会では、①なぜ統合しなければならないのか（必要

性）、②また統合したあと、教育環境が本当に良くなるのか（統合効果がよく

わからないとする意見が多く）。などの意見が多く出されており、まずこの点

に十分時間をかけて議論をしていただく必要があると考えております。 

 

なお、この花見川地区では、現時点で決まっていることは全くありません。 

花見川地区の特性を考慮し、地元の意見や要望を十分聞きながら、これか

ら新たに話し合いを進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞ忌憚の

ないご意見をお聞かせいただきたいと存じます。 

 

千葉市教育委員会  
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Ⅱ 適 正 配 置 に 向 け て の 取 り 組 み の 基 準  

Ⅳ 統合による跡施設利用の基本的な考え方 

Ⅲ 統合に伴う教 育 環 境 の 整 備  
教育環境の改善 

教育の質の充実 

地域の活性化 

【Ａパターンの地域】美浜地区・大規模校 
【Ａパターンの地域】 花見川･千城台地区・【Ｂパターンの地域】 

【Ｂ・Ｃパターンの地域】 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 千葉市における学校の適正規模 
 ○教育的な視点、学校運営の視点から、小・中学校ともに１２～ 
  ２４学級の規模 
２ 千葉市における学校適正配置対象校 
 ○１２学級未満の学校を小規模校、２５学級以上の学校を大規模校とし、 

将来にわたり適正化が望めない学校（平成２８年度の推計）  
・小規模校:小学校５１校,中学校３２校  
・大規模校:小学校９校,中学校３校 

３ 千葉市小・中学校の学校適正配置 
 ○通学距離は、小学校で概ね４ｋｍ以内、中学校で概ね６ｋｍ以内とし、 
    統合を検討する際は、通学距離と時間に十分配慮する。 
４ 適正配置の取り組み方法 
（１）小規模校の適正配置 
 ○統合及び学区調整の方法を基本とし、立地形態の区分ごとに、次のように適正配置

の方法を検討 
  ①〔Ａパターン地域〕複数の小規模校が集中する地域 

・地域の枠組みを設定し、統合により適正配置を行う。その際、必要に応じて通
学区域の調整を行う。 

  ②〔Ｂパターン地域〕小規模校が分散している地域 
   ・学校の立地条件により、それぞれ次の方法により適正配置を行う。 
        [1]  隣接した箇所に大規模校がある場合⇒大規模校との通学区域の調整によ

る適正配置 
        [2]  隣接した箇所に小規模校しかない場合⇒統合による適正配置 
        [3]  隣接した箇所に適正規模校がある場合で、 

(a) 適正規模校が２０学級以上の場合⇒学区調整等による適正配置 
(b) 適正規模校が２０学級未満の場合⇒統合等による適正配置 

  ③〔Ｃパターン地域〕小規模校が点在している地域                
   ・通学手段の検討による統合や、小中一貫教育校等の制度の導入などを検討する。 
（２）大規模校の適正配置 
  ○近接する学校との通学区域の調整による適正配置 

１ 費用対効果を勘案し、有効活用することを原則として検討 
２ 有効活用にあたっては、地元の要望に配慮するとともに、全市的な行
政施策との調整を図りながら利用計画を策定 

３ 有効活用後、残った跡施設を処分（売却）する場合は、処分（売却）
益を教育施設等の整備・充実のために優先的に活用 

 
１ 通学路の安全確保 
①通学路の安全マップの作成 
②セーフティウォッチ事業等の活用による児童・生徒の安全対応 
③特段の安全確保を要する箇所が生じた場合、実情に応じて、
スクールガードアドバイザー等の巡回・見回りを検討 

④通学路状況による施設面での安全対策について、関係機関に
要望 

 
２ 学校施設・設備の整備 
①施設整備面において機能的に新設校と同等程度の整備 
②大規模改修を基本としたリニューアル 
③耐用年数等により大規模改修できない場合には改築を検討 

 
３ 教員等の配置 
①スムーズな学校運営と安定した教育実践が行われるよう、学校の実情を踏
まえ、必要な場合には、増置教員・非常勤職員を配置 

②近隣中学校との連携等により、統合後の小学校にスクールカウンセラーを
派遣 

 千 葉 市 学  校  適  正  配  置  実  施  方  針  概 要 

 

Ⅵ 適正配置に向けたスケジュール Ⅴ 統合による適正配置の進め方  

１ 地元説明会の実
施 
○対象校の保護者・ 

  地域住民・学校関 
  係者への説明 

２ 地元代表協議
会の設置     
○統合に向けた協

議の実施 

３ 統合準備会の設置    
○統合による新設校
への円滑な移行に向
けた協議 

Ⅰ 実施方針策定に当たって 

１ 実施方針策定の趣旨 
子どもたちのよりよい教

育環境の整備と教育の質の
充実を目的とした学校適正
配置を推進するため、実施方
針を策定する。 

２ 実施方針策定に向けた背景 
・本市の多くの小学校・中学校が小規模校化する一方、地域によっては開発等に伴い大規模校
化が進むなど、居住地域による教育環境の不均衡が生じている。 

・平成１６年度から２年間にわたり、学校規模の適正化に向け、市内５か所、１０校の小学校
を対象に第１次学校適正配置に取り組み、平成１８年４月に花島小学校が開校。 

・第１次の取り組みの課題（「規模だけでなく配置からの検討の必要性」「学校と地域の関係を
考慮することの必要性」「将来を見据えた学校適正配置計画の必要性」）を踏まえ、平成１８
年度からは第２次の取り組みをスタートさせ、平成１９年３月、「第２次千葉市学校適正配置
検討委員会」による適正配置に向けた答申を受ける。 

３ 千葉市の教育施策
上の必要性 
学校適正配置の推

進により、活力ある学
校づくりをとおして、
「わかる授業・楽しい
教室・夢広がる学校」
の実現を図る。 
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柏井小

１９０人

７学級

花一小

１８５人

６学級

花一中

２６７人

９学級

花三小

１４１人

６学級
花二中

２１６人

６学級

花島小

２８６人
１２学級

花二小

１０７人

６学級

中学校区界

小・中学校学区図
平成２８年度の児童生徒数と学級数（推計）

0 200 400 600 800 1000m

中学校区 小学校区 通学区域

花見川第一小学校
花見川3・4番、柏井町(市立花見川第二小学校及び市立柏井小学校通学区域
を除く。)及び柏井1丁目

花見川第二小学校 花見川5～7番、柏井町の一部

柏井小学校 柏井町の一部、横戸町の一部及び柏井4丁目

花見川第三小学校 花見川1番、2番1～9棟、天戸町の一部

花島小学校
花見川2番10～44棟、花見川8番、9番、花島町、天戸町の一部。ただし、花島
町については、市立花見川第一中学校通学区域とする。

花見川第一中学校

花見川第二中学校


